
 

 
 

１ 振興方針の位置付け 

本方針は、県政全般に関する最上位の基本的・総合的な計画である「千葉県

総合計画～千葉の未来をともに創る～」、及びこの総合計画を実現するための

具体的な取組として策定された「千葉県農林水産業振興計画」を上位計画とし

て、関係機関・団体の皆様の御意見も踏まえた上で、夷隅地域の農林業振興の

ための具体的な施策を、目標をもって定めました。 

 

２ 振興方針の計画期間 

計画期間は、「千葉県農林水産業振興計画」の期間と同じく令和８年度から

11 年度の４年間としました。 

 

３ 夷隅地域農林業の目指すべき姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国・県の農業政策、事業等の基本を踏まえつつ、中長期的な視点に立った  

地域農林業の目指すべき方向を明確にするために、本方針の目指すべき姿を 

基本方針として定めました。 

また、この基本方針を実現するために取り組むべき施策展開の柱を上記３つ

に整理し、それぞれ必要な対策を体系的に組み立て、４年後（令和 11 年度）

の目標に向けて、地域一体となって推進していきます。  

Ⅰ 策定の趣旨 

≪基本方針≫ 

地域を支える活力の創出による夷隅農林業の発展 

≪施策展開の３本柱≫ 

○担い手育成 ○産業振興 〇地域活性化 
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